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一般社団法人埼玉県食品衛生協会

HACCPに沿った衛生管理の義務化に伴い
俄然、注目されることとなった「検便」
について、分かりやすく解説しています。
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(参考)

国では、平成30年6月に食品衛生法が改正され、HACCP
に沿った衛生管理が制度化され、令和3年6月1日に本格
施行されたことを受けて、「食品等事業者団体による衛
生管理計画策定のためのガイダンス(第4版)(最終改定令
和3年6月15日)」を示しています。このガイダンスでは、
手引書に含めるべき内容、参考となる情報等が挙げられ
ています。その中で、手順書と記録様式のモデル集の重
要な要素として「従業員の健康診断・検便の実施計画、
年1回の食品衛生責任者実務講習会の受講など」が例示
されています。
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(参考)

埼玉県では、公衆衛生の向上と県民の健康増進に寄与
することを目的に「埼玉県感染症対策要綱」(平成11年8
月11日)を定めています。その中で、食品営業者等に対
する指導等として保健所⾧の勧奨を規定しています。ま
た、保健所⾧は、食品営業の管理者に対して自主的に検
査を受けるよう指導するとしています。

この度の食品衛生法改正に伴い、対象業種等の修正が
行われ、対象も拡大・拡充されています。この要綱は令
和3年6月1日付けで改訂され同日施行されました。

埼玉県感染症対策要綱(抜粋)

（目的）

第１条 この要綱は、感染症の予防に関し必要かつ具体的な対応を定めると
ともに、感染症発生時の対応を定めることにより、感染症の予防及びまん
延防止を図り、もって公衆衛生の向上及び県民の健康増進に寄与すること
を目的とする。なお、結核及び新型インフルエンザ等感染症に関する対応
（獣医師等からのり患動物の届出に対する対応を除く。）は別に定める。
また、指定感染症については、指定の都度一類感染症から三類感染症に準
じた対応を行う。

(生活衛生課及び食品安全課の責務）

第３条 生活衛生課及び食品安全課は、食品、水、飼育動物等が原因とな
る感染症を未然に防止するため、感染症対策課と連携して食品営業者、給
食事業者、水道事業者、動物取扱業者等の指導に努めなければならない。
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第２章 平常時対策

（感染症の予防に関する普及啓発）

第１０条 保健所長及び感染症対策課長は、感染症の予防に関する普及啓
発に努めるものとする。

（食品営業者等に対する指導等）

第１４条 保健所長は、別表１に掲げる業務の管理者に対し、飲食物の製
造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する当該従業員等の健
康管理に努めるよう指導し、同表に掲げる検査を勧奨するものとする。

２ 保健所長は、前項の規定による業務の管理者に対し、検査機関におい
て自主的に検査を受けるよう指導するものとする。

附 則

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。

別表１（第１４条第１項関係） 

 

検査対象病原体  細菌性赤痢 ・ サルモネラ（腸チフス・パラチフス） 

 腸管出血性大腸菌Ｏ１５７ 

 

 対象業務等  対象業種等  検査回数 

食品等営業施設 

（下記給食施設

を除く） 

〇食品衛生法第55条の許可営業者

のうち次のもの 

・飲食店営業 

・食肉販売業 

・魚介類販売業 

・各種製造業 

 年２回 

（実施時期は適宜。） 

〇食品衛生法第55条の許可営業者

のうち上記以外のもの  

〇食品衛生法第57条の届出営業者 

 年１回  

（実施時期は適宜。） 

学校・病院等給

食施設 

〇食品衛生法第55条の許可営業者

又は食品衛生法第57条の届出営業

者のうち、学校・病院等において

継続的に不特定又は多数の者に食

品を供与する施設 

 月１回以上  

（実施時期は適宜。） 

 

 

 水道施設 

〇上水道施設 

〇簡易水道施設 

〇専用水道施設 

〇自家用水道 

〇上記以外の水道施設 

 

 年２回 

 （実施時期は、概ね

６ヵ月ごと） 

 上記業種等のうち、飲食物の製造、販売、調製又は取り扱いの際に飲食物

に直接接触する従業員等を検査対象者とする。また、水道施設については、

水道の取水場、浄水場等において従事している者等を検査対象とする。 
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食品等事業者のうち「営業届出業種」(法第57条)
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20230401現在
（協会名） 協会TEL(FAX) 勤務日 〒 所在地

戸田・蕨 048-262-8364
毎日

9：00～4：00
333-0842

川口市前川1-11-1
南部保健所内

048-775-1903
FAX 048-771-6611

火・水
9：00～3：00 362-0074

上尾市春日2丁目10-33
上尾市西保健センター内

048-541-8633
月・木・金

9：00～4：00
365-0039

鴻　巣 048-542-8368
毎日

9：00～4：00
365-0039

草　加 048-927-1222
毎日

10：00～4：30

吉　川 048-924-3516
毎日

9：00～4：00

朝　霞
　＊1

048-468-7551
毎日

9：00～4：30

富士見 048-494-2295
毎日

9：00～4：30

坂　戸 049-282-4747
毎日

9：00～4：00
350-0212

坂戸市石井2327-1
坂戸保健所内

狭山/入間
＊1

04-2003-2113
毎日

9：00～4：00

所　沢 04-2955-4410
毎日

9：00～4：00

飯能/日高 04-2955-9105
毎日

9：00～4：00

hiki2018@yahoo.co.jp

緊急時0493-23-4099

秩　父
＊2

0494-24-4323 毎日　9：00～4：00
(1:00～2:00昼休み)

368-0025
秩父市桜木町8-18
秩父保健所内

本　庄
＊1

0495-24-3167
毎日

9：00～4：00
367-0047

本庄市前原1-8-12
本庄保健所内

熊　谷
048-523-8975

(FAX 523-4486)
毎日

9：00～4：00

火(第2,4はPM)・木
9:00～4:00

月・金
9:30～4:00

366-0823
深谷市本住町17-3

深谷商工会議所3階
048-581-8040

(FAX 581-0212)
水

9：30～4：00
369-1224

寄居町鉢形2609
鉢形城公園管理事務所２F

加　須 0480-61-1253
月～水、金
9：00～4：00

（昼休み不在）

金
9：00～4：00

月・火・水
9：00～3：00

361-0052
行田市本丸2-20
行田地方庁舎2F

春日部 048-734-2815
毎日

9：00～4：00
344-0038

春日部市大沼1-76
春日部保健所内

幸　手 0480-44-3112
毎日

9：00～4：00
340-0115

幸手市中1-16-4
幸手保健所内

川越市 049-224-7955
毎日

9：00～4：00
350-1104

川越市小ヶ谷817-1
川越市保健所内

越谷市 048-940-2337
毎日

9：00～4：00
343-0023

越谷市東越谷10-31
越谷市保健所内

川口市 048-262-9292
毎日

9：00～4：00
333-0842

川口市前川1-11-1
川口市保健所内

さいたま市
048-852-3223

(FAX 852-3203)
毎日

8:30～5:00 338-0013
さいたま市中央区鈴谷
７-5-12　さいたま市保健所内

注２：協会TEL/(FAX)欄のFAX記載なしは、電話番号とFAX番号が同じ

草加市西町425-2
草加保健所内

毎日
9：00～4：00

熊谷市末広3-9-1
熊谷保健所内

355-0037
東松山市若松町2-6-45
東松山保健所内

狭山市稲荷山2-16-1
狭山保健所内

保健所管内食品衛生協会一覧表

048-526-1556
(熊谷FAX

   523-4486)
090-4662-6677深谷/寄居

注１：＊1；食品衛生協会連合会、＊2；食品環境衛生協会、その他；食品衛生協会

行田/羽生
＊2

048-553-3099

比　企

加須市南町5-15
加須保健所内

340-0035

351-0016

350-1324

360-0031

朝霞市青葉台1-10-5
朝霞保健所内

上　尾

鴻巣市東4-5-10
鴻巣保健所内

347-0031


